
別紙１

主要施策
（節）

施策
（項）

款

目

細事項

≪平成２４年度薩摩川内市事務事業評価表≫ 

事務事業名 子ども発達支援センターつくし園利用者負担金等助成事業 担当者 後藤里美

所管部課名
薩摩川内市児童発達支援センター及び児
童発達支援事業施設利用料助成要綱

政策
（章）

事
業
の
内
容

対象
（誰を，何を
対象とする
事業か）

施設を利用する児童（保護者）

事業開始年度

手段
（市がどの
ような活動
をするか）

月毎の利用料納入後、本人の請求に基
づき助成金を支払う。

指標名

平成１９年度

活動指標
（市として何を行

うか？）

経済的負担緩和

障害者（児）福祉の推進

障害者（児）福祉の充実

総合計画上の
位置づけ

施策の
基本方針

事業の根拠
（根拠法令）

身体障害者福祉費

　事業の概要

　子ども発達支援センターつくし園等の利用料について、保護者の費用負担の緩和を図るため、自己負担額の全額助成を行うも
の。

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

予算科目
等

事項 心身障害児通園事業費 心身障害児通園事業費

項

会計 一般会計 民生費

社会福祉費

事業の種類

 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

助成額及び受給者数

最終年度

最終目標値

指標名

障害・社会福祉課

健康で共に支え合うまちづくり

ソフト事業 建設・整備事業 施設管理 内部管理

2,324 3,000 3,000

2,324 3,000 3,000

0.05 0.05 0.05

0.05 0.05 0.05

人 85 80 80

2,324 3,000 3,000

290 400

0

2,034 2,600 3,000

財
源
内
訳

意図
（どのような
目的で事業
を行うか）

一般の保育園との併行通園者も多いこと
から、保護者の経済的負担を緩和し、障
害児の健全育成に資する。

成果指標
（活動をした上

で，目標となる成
果をどのように設

定するか？）

経済的負担緩和

平成２５年度
見込み

経
費
及
び
指
標
の
推
移

成果指標の推移

一般財源

事務事業費

2,329 2,600

最終目標値

最終年度

千円

項目 単位
平成２２年度

決算

0.05 0.05

要員配置状況

平成２６年度
見込み

平成２４年度
予算額

平成２３年度
決算

指標名

2,774 3,000

国・県支出金 445 400

活動指標の推移
（受給者数）

0.05

人
嘱託員

臨時職員等

職員

73 80

0.05

3,000

その他

2,774 3,000

千円

事務事業費

扶助費

2,774

ソフト事業 建設・整備事業 施設管理 内部管理
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（上記選択の理由）
　定期的な事務処理に係るものであるため、削減は困難である。

対象・手段の妥当性

　４　事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

内部評価結果

　３　事業の視点別評価　（Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

効
　
率
　
性

事業費の削減余地
（上記選択の理由）
　対象者を併行通園者とすることにより、縮減を図る。

人件費の削減余地

（上記選択の理由）
　対象者を併行通園者とすることにより、縮減を図る。

市が関与すべき妥当性
（上記選択の理由）
　事業内容から、市で実施すべきものと判断される。

有
　
効
　
性

成果の達成度
（上記選択の理由）
　併行通園者の経済的負担が軽減され、障害児の健全育成に資する。

成果の向上余地
（上記選択の理由）
　継続して実施することで、障害者福祉の増進が図られる。

妥当である 改善の余地はある 妥当でない

市で実施すべき 民間でも可能 民間で実施すべき

削減余地がある 削減余地はない

かなり高い やや高い 低い

かなりある ある程度ある ほとんどない

削減余地がある 削減余地はない

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

高い 低い

高い 低い

高い 低い

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

妥当でない妥当でない

外部評価結果のまとめ

事業の視点別評価

外部評価結果

今後の改革の方向性

内
部
評
価

（
一
次

）

内部評価結果

外
部
評
価

（
二
次

）

今後の改革の方向性

効率性　　⇒

有効性　　⇒

妥当性　　⇒

上記方向の理由
　対象者を併行通園者とすることにより、縮減を図る。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
　財政運営プログラムの中で、縮減を検討する。

⇒今後の方向性

⇒今後の方向

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

高い 低い

高い 低い

高い 低い

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止
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子ども発達支援センターつくし園利用者負担金等助成事業 
 
１ 対象者 
 ・本市に住所を有し、かつ、本市において児童福祉法第２１条の５の７第９項に規定する通所

受給者証の交付を受けた児童の保護者 
 
※児童福祉法第２１条の５の７第９項 

市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で

定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項

を記載した通所受給者証（以下「通所受給者証」という。）を交付しなければならない。 

 
２ 対象施設 

区    分 施  設  名 備  考 
児童発達支援事業施設 

（旧児童デイサービス施設）

子ども発達支援センターつくし園  
ミニョンヌアリス（鹿児島市） 利用者１名 

児童発達支援センター 

（旧知的障害児通園施設）
子ども発達支援センターつくし園 

 

 
３ 助成内容 
（１）（参考）費用負担額 

区    分 
通 園 
内 容 

所得 
区分 

利用料(円) 
負担上限額

（円） 
自己負担 

(助成）額（円）

児童発達支援事業施設 

（旧児童デイサービス施設）

10回／月

利用時 
一般１ 

８，２１０ 
４，６００ ４，６００

一般 2 ３７，２００ ８，２１０

児童発達支援センター 

（旧知的障害児通園施設）

21日／月

利用時 
一般１ ２０，３０７ ４，６００ ４，６００

一般 2 １９，４２５ ３７，２００ １９，４２５

 
（２）助成内容 
  全額助成 
 
４ 実績等 

年   度 受給者数（人） 助成額（円） 
平成２２年度決算 ８５ ２，３２４，０８５ 
平成２３年度決算 ７３ ２，７７４，２３９ 
平成２４年度予算 ８０ ３，０００，０００ 
平成２５年度見込み ８０ ３，０００，０００ 
平成２６年度見込み ８０ ３，０００，０００ 
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※ 参 考 

 

【 利用者負担上限金額 】 

(平成 24 年 4 月現在：国の基準) 

区分 負担上限月額（円） 要  件 

生活保護 0 生活保護受給世帯 

低所得 0 市町村民税非課税世帯 

一般 1 9,300

障害児は 4,600 

市町村民税課税世帯 

所得割 16万円未満（障害児は 28万円未満） 

一般 2 37,200
上記以外 
入所施設利用者（20 歳以上）、グループホーム・ケアホ―
ム利用者は、課税世帯の場合、「一般 2」となります。 

 

【 デイサービス利用者負担金の単価について（１日あたり） 】 

基本単価 １０人以下の施設 ６１６円

児童発達支援管理責任者加算  ２０５円

欠席時対応加算  ９４円

 

【 通園利用者負担金の単価について（１日あたり） 】 

基本単価 ３１人以上４０人以下の施設 ８７４円

児童発達支援管理責任者加算  ５１円

食事提供体制加算  低所得１・２ ５８円

食事提供体制加算 市民税所得割280,000円以下の世帯 ４２円

欠席時対応加算  ９４円
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○薩摩川内市児童発達支援センター及び児童発達支援事業施設利用料助成要綱 

平成１９年３月２８日 
告示第１２３号 

（目的） 

第１条 この告示は、児童発達支援センター（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第４３条第１号に規定する福祉型児童発達支援センターをいう。以下同じ。）及び児童

発達支援事業施設（法第６条の２第２項に規定する児童発達支援を行う施設（法第４３条に規定す

る児童発達支援センターを除く。）をいう。以下同じ。）の通園対象者が、児童発達支援センター

及び児童発達支援事業施設における施設支援を受けた場合の利用料の一部を予算の範囲内において

助成することにより、保護者の費用負担の緩和を図ることを目的とする。 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、本市において法第２１

条の５の７第９項に規定する通所受給者証の交付を受けた児童の保護者とする。 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、法第２１条の５の３第２項第２号に規定する額とする。 

（申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、児童発達支援センター・児童発達支援事業施設利用助

成金支給申請書を市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第５条 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、児童発達支援センター・児童

発達支援事業施設利用助成金交付決定（却下）通知書により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第６条 前条の通知書を受理した者は、市長が定める期日までに児童発達支援センター・児童発達支

援事業施設利用助成金請求書を提出しなければならない。 

（助成金の返還等） 

第７条 市長は、対象者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付

決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の額の返還を命じることができる。 

（様式） 

第８条 この告示に規定する児童発達支援センター・児童発達支援事業施設利用助成金支給申請書等

の様式は、別に定める。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日告示第２８５号） 

 この告示は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係）

平成　　年　　月　　日

薩摩川内市長　　様

　下記のとおり薩摩川内市児童発達支援センター・児童発達支援事業施設利用助成金の

支給を申請します。

　なお、すでに支給された助成金につき，私の本来の負担とは異なる費用が認定された

結果、返還すべき助成金が発生した場合は、その金額を次回の助成金支給の際に控除

（相殺）されることに同意します。

 

薩摩川内市　　　　町　　　番地

　

振込口座

口座名義人：

薩摩川内市児童発達支援センター・児童発達支援事業施設

利用助成金支給申請書

記

受給者証番号

申 請 者 氏 名 ○○　○○

○○　△△児 童 氏 名

保 護 者 氏 名平成　年　月　日

申 請 者 住 所

○○　○○

口座番号等

　　銀行 　　支店 普通

銀行・農協名 支店・支所名 預金種別

児童生年月日

利 用 施 設 名

○○　○○

口座番号

12345678

薩摩川内市子ども発達支援センターつくし園
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○視点別評価

　■　妥当性　　⇒

　■　効率性　　⇒

　■　有効性　　⇒

○評価区分

チェック

委員名　　　　　　　　　

事　務　事　業　を　評　価　す　る　際　の　着　眼　点

・社会情勢の変化による目的や対象・手段について見直しの余地はないか

・すでに期待した目的を達成した事業ではないか

・民間で実施する方が，より成果や効率性が高まらないか

・国や県，他の課の事務事業と重複または類似していないか

・市民ニーズを反映しているか（ニーズが薄れていないか）

・事業実施の対象・手段は適切か

・コストに対し，十分な成果があがっているか

・事業継続により成果の向上が期待できるか

・目的に沿って期待通りの成果があるか

・整理・統合できる事業はないか

・他の実施主体を活用し，コスト削減が図れないか

・従事職員数は適切か

・費用対効果は適切か

・更なるコスト削減が図れないか

評　価　の　理　由

事業の視点別評価

・事業規模（予算）を拡大すべきである
拡大

現状のまま継続

外部委員評価作業シート

視　点

区　分

・事業規模（予算）が適切である

・事業内容や実施方法が適切である

妥　当　性

効　率　性

有　効　性

番号：１２

事務事業名：子ども発達支援センターつくし園利用者負担金等助成事業

高い 低い

高い 低い

高い 低い

統合

移管

　外部評価結果のまとめ（行政改革推進委員会の意見）

・対象範囲を見直す必要がある

・他の事務事業と統合すべきである

拡大

・事業内容や実施手法を見直す必要がある

・対象範囲を見直す必要がある
縮小

・市民ニーズの再把握が必要である

・他の課・部署へ移管すべきである

・事業規模（予算）を縮小すべきである

■評価■（今後の改革の方向性）

■付記する意見■

見直しの上で継続

廃　　止

今後の改革の方向性

・実施の必要性がない又は低い

・他の事業と重複している

・目的の達成手段として不適切である

・事業効果がない又は低い

・目的の達成状況，社会情勢の変化から，事業実施の必要性・緊急性
がない又は低い。

・市で実施する妥当性がない

休　　止

手段の改善
・業務処理の効率化を図るべきである

・民間で実施した方が効果的・効率的である

⇒今後の方向性

現状のまま継続

見直しの上で継続

縮小他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

移管
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